
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

（
第
九
二
九
三
号
）

一

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 96 号

平成 17 年

12月 6 日（火曜日）

告
　
　
示

○
有
害
図
書
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

一

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
（
障
害
福
祉
課
）

二

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

三

公
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
　
　
　
　
　
　
　
（
県
民
参
画
課
）

○
土
地
改
良
区
の
合
併
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

●
香
川
県
告
示
第
七
百
二
十
九
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

告

示

指
定
番
号

205

指
定

年
月
日
種
別

図
　
　
　
　
書
　
　
　
　
名

雑
誌
コ
ー
ド

発
行
所
名

指
定
理
由

17655－
12

㈱
コ
ア
マ

ガ
ジ
ン

内
容
が
著

し
く
性
的

平成
雑
誌
ビ
デ
オ
メ
イ
ト
D
X

12月
号
（
N
o.187）

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

十七年十一月二十九日

206
18295－

12
〃

コミッ
ク
誌

漫
画
　
ば
ん
が
い
ち

12月
号
（
通
巻
第
182号

）

207
18012－

12
〃

雑
誌
＠
B
U
N
T
A
D
X

BREAK
M
AX
12月

号
増
刊
（
VOL.10）

208
03797－

12
㈱
バ
ウ
ハ

ウ
ス

〃
G
O
K
U
H

12月
号
（
N
o.173）

209
67476－

26
〃

〃
本
当
に
デ
カ
ッ
プ
01

バ
ウ
ハ
ウ
ス
ム
ッ
ク

210
04118－

12
〃

〃
お
嬢
様
が
好
き
！

That ,s
DAN

12月
号
増
刊
（
VOL.10）

211
18118－

12
㈱
岩
尾
悟

志
事
務
所

〃
爆
写
　
本
当
に
あ
っ
た
秘
密
の
話

本
当
に
あ
っ
た
み
だ
ら
な
話

12月
号
増
刊
（
Vol.８

）

212
02402－

12
〃

〃
D
VD
エ
キ
サ
イ
ト
ス
ク
ー
プ

快
楽
マ
ガ
ジ
ン
12月
号
増
刊
（
VOL.2）

213
14077－

12
㈱
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
ズ

〃
ザ
・
ベ
ス
ト
M
AG
AZIN

E  Special
12月
号
（
N
O
－149）

214
08513－

12
〃

〃
M
eru
F
re!
B
O
M
B
E
R

12月
号
（
N
U
M
B
ER－055）

215
13319－

12
ミ
リ
オ
ン

出
版
㈱

〃
K
E
IT
A
IB
A
N
D
IT
S

12月
号
（
Vol.54）

216
01851－

12
〃

〃
n
e
w
u
re
c
c
o

12月
号
（
Vol.234）

217
06345－

12
㈱
M
C
プ

レ
ス

〃
D
VD

D
ELU
X

12月
号
（
通
巻
26号
）

218
17658－

12
曙
出
版
㈱

〃
D
V
D
D
O
K
A
N

月
刊
美
少
女
裏
D
V
D
４
時
間

12月
号
増
刊
（
VO
L.７
）

219
02893－

12
㈱
新
英
社

コミッ
ク
誌

危
険
な
愛
体
験
s
p
e
c
ia
l

12月
号
（
通
巻
23号
）



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

（
第
九
二
九
三
号
）

二

●
香
川
県
告
示
第
七
百
三
十
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
指
定
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在
　

地

所
　

在
　

地

三
七
〇
〇
〇
一
　
に
こ
に
こ
三
豊
訪
問
　
特
定
非
営
利
活
動
法
　
平
成
十
七
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
一
三
一
一
　
介
護
事
業
所
　
　
　
　
人
に
こ
に
こ
三
豊
　
　
十
二
月
一
日
　
介
護

一
四
　
　
　
　
　
三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
　
三
豊
郡
高
瀬
町
大
字

上
高
瀬
一
八
八
三
番
　
上
高
瀬
一
八
八
三
番

地
一
　
　
　
　
　
　
　
地
一

●
香
川
県
告
示
第
七
百
三
十
一
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
支
援
の
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称

指
定
事
業
所
　
　
事
業
所
の
名
称

及
び
主
た
る

廃
止
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
号
　
　
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

三
七
〇
〇
〇
一
　
大
野
原
町
指
定
居
宅
　
大
野
原
町
　
　
　
　
　
平
成
十
七
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
八
四
一
　
介
護
事
業
所
　
　
　
　
三
豊
郡
大
野
原
町
大
　
十
月
十
日
　
　
介
護

一
五
　
　
　
　
　
三
豊
郡
大
野
原
町
大
　
字
大
野
原
一
二
六
五

字
大
野
原
一
二
六
五
　
番
地

番
地

●
香
川
県
告
示
第
七
百
三
十
二
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
指
定
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在
　

地

所
　

在
　

地

三
七
〇
〇
〇
二
　
に
こ
に
こ
三
豊
訪
問
　
特
定
非
営
利
活
動
法
　
平
成
十
七
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
一
三
一
一
　
介
護
事
業
所
　
　
　
　
人
に
こ
に
こ
三
豊
　
　
十
二
月
一
日
　
介
護

一
三
　
　
　
　
　
三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
　
三
豊
郡
高
瀬
町
大
字

上
高
瀬
一
八
八
三
番
　
上
高
瀬
一
八
八
三
番

地
一
　
　
　
　
　
　
　
地
一

●
香
川
県
告
示
第
七
百
三
十
三
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
支
援
の
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称

指
定
事
業
所
　
　
事
業
所
の
名
称

及
び
主
た
る

廃
止
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
号
　
　
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

220
02461－

12
㈱
竹
書
房

海
賊
N
O
.112月

号
（
通
巻
145号

）
雑
誌

221
17973－

11
㈱
辰
巳
出

版
コ
ミ
ッ
ク
ペ
ン
ギ
ン
ク
ラ
ブ
山
賊
版

11月
号
（
VO
L.202）

コミッ
ク
誌

222
09671－

12
㈱
宙
出
版

S
p
e
c
ia
l・
A
Y
A

12月
号
（
第
７
巻
第
12号
）

〃

223
08595－

11
㈱
双
葉
社

M
,s
ア
ク
シ
ョ
ン

11月
号
（
通
巻
168号

）
〃

224
18302－

12
マ
イ
ウ
ェ

イ
出
版
㈱

C
O
M
IC
ダ
ン
ガ
ン

漫
画
ピ
ン
ク
タ
イ
ム
12月
号
増
刊
（
VOL.4）

〃



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

（
第
九
二
九
三
号
）

三

三
七
〇
〇
〇
二
　
大
野
原
町
指
定
居
宅
　
大
野
原
町
　
　
　
　
　
平
成
十
七
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
八
四
一
　
介
護
事
業
所
　
　
　
　
三
豊
郡
大
野
原
町
大
　
十
月
十
日
　
　
介
護

一
四
　
　
　
　
　
三
豊
郡
大
野
原
町
大
　
字
大
野
原
一
二
六
五

字
大
野
原
一
二
六
五
　
番
地

番
地

●
香
川
県
告
示
第
七
百
三
十
四
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居

宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
支
援
の
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称

指
定
事
業
所
　
　
事
業
所
の
名
称

及
び
主
た
る

廃
止
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
号
　
　
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

三
七
〇
〇
〇
三
　
大
野
原
町
指
定
居
宅
　
大
野
原
町
　
　
　
　
　
平
成
十
七
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
八
四
一
　
介
護
事
業
所
　
　
　
　
三
豊
郡
大
野
原
町
大
　
十
月
十
日
　

一
三
　
　
　
　
　
三
豊
郡
大
野
原
町
大
　
字
大
野
原
一
二
六
五

字
大
野
原
一
二
六
五
　
番
地

番
地

●
香
川
県
公
告
第
六
百
八
十
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
八
年
一
月
二
十
二
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
長
寿
社
会
支
援
協
会

兼
間
　
道
子

高
松
市
栗
林
町
三
丁
目
四
番
三
号

三
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

本
会
は
、
人
口
の
高
齢
化
が
急
速
に
進
展
す
る
中
に
あ
っ
て
、
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
に
、
愛
・
忍

耐
・
技
術
の
も
と
、
地
域
社
会
を
豊
か
で
住
み
よ
く
す
る
た
め
の
福
祉
活
動
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

福
祉
の
増
進
と
町
づ
く
り
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
六
百
八
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
南
南

部
土
地
改
良
区
、
香
南
町
音
谷
池
土
地
改
良
区
及
び
香
南
開
拓
パ
イ
ロ
ッ
ト
土
地
改
良
区
が
合
併
し
、
香

南
町
土
地
改
良
区
を
設
立
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日
認
可
し
た
。

な
お
、
合
併
前
の
香
南
南
部
土
地
改
良
区
、
香
南
町
音
谷
池
土
地
改
良
区
及
び
香
南
開
拓
パ
イ
ロ
ッ
ト

土
地
改
良
区
は
、
合
併
に
よ
り
解
散
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

公

告



平
成
十
七
年
十
二
月
六
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

（
第
九
二
九
三
号
）

四

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


